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第三者行為災害届雲霊鶏熱外）

平成26年 8月 7日

労働者災害補償保険法施行規則第22条の規定により届けます。
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郵便番号(○○○一○○○○）

電話（自宅) ( 03 一○○○○一○○○○）

（携帯) ( 090－○○○○一○○○○）

大田労働基準監督署長殿
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一1 第一当事者（被災者）

劉・ 生年月 昭和52 4月 37

東京都大田区下 ○○○

(被災者）の所属事業場2第一当事者

労働保険番号

1話03 －OOO－OOOC
‘■ 凶

所在地東京都大田区池上O－O－C ○○○－OOOO

旦当者（所属部課 “‐､.1．文締殺

3 目尭王

平成2（ ’日 客師・午後

合自宅） 03 －OOOO－OOOO4第二当事者（相手方）
電話（携帯） 090－OOOO－OOOL元名田中

OOO-OOOO沢O－O－C主所東京都世･･ノ、 』、

s災害飼査を行った警察署又は派出所の名称

6災害発生の事実の現鯉者(5の災害鯛査を行った警察署又は派出所がない墹合に記入してください。 ）
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q 紅種 大･(醤・特・自二・軽自・原付目 登録番号（車両番号 ．） 品川400あ○○○○
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免許の種類

普通

免許証番号
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資格取得

8年3月31日

有効期限

28年5月5日まで
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8事故現場の状況
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9事故当時の行為、心身の状況及び車両の状況

謡篝烹讓鰐蓋
を したのま

ブレーキを（かけた(スリップ 、） 。かけない） 、方向指示灯（だした。ださない

亭止線で一 止(したしナ 速度は綴 h相手は航 kmﾉh
A (あなた（被災者）が歩行者であった増合に記入してください。 ）

横断中の場合横断場 」膠 にった

左右の安全砿認ILた?しない)、車の直前･直後を横断(した･しない】
車道・歩車道の区別がプい通騨通行中の

通行のしかた
函

1o第二当事者（相手方）の自賠責保険（共済）及び任意の対人賠償保険（共済）に関すること
（1）自賠責保険（共済）について
SOOOOOOO

保険（共済）契約者（氏名）田中一臘昭

（住所）東京都世田谷区奥沢O－O-O
圃話O3－OOOO－OOOC呆険会社の管朝店名東洋火災海上 f‐
1便番号○OO－OOOC店所在地 東京都大田区蒲田O－O－C

(2)任意の対人賠償保険（共済）について
OOOOOOOOOO

保険（共済）契約者（氏名）田中勝昭

金 2H

第二当事者（相手方） と契約者との関係 本人

主所） ： O－O－C
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(3)保険金(損害賠償額)謂求の有無有･繍
有の場合の謂求方法イ自賠責保険（共済）単独

ロ 自賠責保険（共済）と任意の対人賠償保険（共済）との一括
保険金（損害賠償額）の支払を受けている場合は､受けた者の氏名､金額及びその年月日保険金（損害賠償額）の支払を
氏名

11運行供用者が第二当事者（相手方）以外の場合の運行供用者

3便番乍

1z あなた（被災者）の人身傷害補償保険にすること
に加している ていない

証 ．

保険（共済）契約者（氏名） あなた(被災者)と契約者との関係

1便君士膨
ー

人身傷害補償保険金の賄求の有無 有・無
人身傷害補償保険金の支払を受けている場合は、受けた者の氏名、金額及びその年月日

(※）交通事故以外の災害の場合は『届その2」を提出する必要はありません。
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14現場見取図
道路方向の地名（至OO方面） 、道路幅､信号、
横断歩道､区画線､道路標職､接触点等くわしく
記入してください。

13災害発生状況
第一当事者(被災者） ・第二当事者(相手方）の
行動､災害発生原因と状況をわかりやすく記入し
てください。
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16示談について
イ示談が成立した。 （ 年 ・月 日）

④示談はしない。
ホ裁判の見込み（ 年月 日頃提勝予定）

交渉中
示麟をする予定（ 年月 日頃予定）
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(※）通勤災害の場合には事業主の匪明は必要ありません。
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私（被災者）側 相手側(わかっていることだけ腿入して<ださし､｡ ）

部位･傷病名 頚椎ねんざ、胸部 T撲

程 度 全治1か月

診療機関名称 ○○大学病院

所在地 東京都大田区池上○一○一○

受領年月日 支払者 金額・品目 名 目 受領年月日 支払者 金額･品目 名 目

事
業
主
の
証
明

1欄の者については、
ます。

2欄から6柵、 13欄及び14欄に配戦したとおりであることを証明し

平成26年 8 月 4 日
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(法人の場合は代表者の役職・氏名）


